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６月１５日（火）、日車協連第４０回総会がコロナ感染症拡大防

止の観点から、書面での出席及びリモートにより東京港区の芝パ

ークホテルで開催されました。今年度も引続き特定整備認証の取

得や先進自動車優良車体整備、車体整備記録簿等の周知導入に力

を入れるとしました。総会は全ての議案が承認され、役員改選で

は、小倉会長、山元副会長、平塚副会長が再任されました。 

 

令和３年度中部運輸局愛知運輸支局優良事業者等表彰が決定しました。愛

車協からは、・.松本車体整備（株）・.(株)三光社・.カネマツ自動車（株） 

・（株）三和塗装・.（有）近藤自動車・.輪栄自動車（株）中川工場 

・（株）加藤自動車鈑金・.（有）渡辺鈑金塗装（順不同）の８事業場が受

賞されました。表彰式は７月７日まん延防止等重点措置が発出されている

中ではありますがますが、２年ぶりに名古屋市公会堂で開催されました。愛車協代表として㈱三

和塗装の伊藤会長が表彰状を授与されました。受賞の皆さま、大変おめでとうございました。 

 

特定整備工場制度に伴う取得済事業者数は、６月末現在、愛知県全

体で１２７０社（愛整振情報）が特定整備工場を取得しており、そ

の内、愛車協組合員の取得数は、次のとおりになります。 

①整備主任者等資格取得講習者数：１３９人 

②電子制御装置の特定整備工場取得者数：６６社 

③内 新規電子制御装置特定整備工場取得者数：６社 

 

ホームページの新着情報にも掲載してありますが、事務局の手違いにより日程

が８/１８～８/２０に変更になりました。(変更は西尾支部・刈谷支部・豊田支

部)のみで他は変更有りません）不手際があったことを深くお詫びいたします。

なお、尾北地区で受診の皆さまは、健診会場が北里市民センターに変更されています。また、愛

知県自動車会館での受診の方は西立体駐車場の１階が工事のため使用出来ませんので混雑が予

想されまのでご注意願います。なお、今年も新型コロナウイルスの影響により、申込期限を過ぎ

た場合は、名古屋セントラルクリニックに直接受診していただくことになりますので、ご了承く

ださい。検診時はマスクの着用等新型コロナ感染症拡大防止へのご協力をお願いします                    

 



 

 

 

 

 
 

ナガシマスパーランドジャンボ海水プールの割引券について                                                        
整備振興会の会員の方はご存じかと思いますが、「ナガシマスパーランドジャ

ンボ海水プール」の割引券購入の案内がありましたので、購入希望の組合員

の皆さまは事務局までお問い合わせください。 

申込期限７月２３日（金）※予定販売枚数に達した場合は申込期限前に販

売終了になる場合が有ります。 

ご利用期間２０２１年７月１０日（土）～ ９月２７日（月）                          

大人(中学生以上) ３，８００円          ２，６００円) 

小学生      ２，８００円          （大人・小中学生共通、消費税込み） 

 

                                           

 
今 本年度の総会で専務を拝命しました正治博史です。諸戸前専務のすばらし

い功績の後を引き継ぎ、組合を運営して行くには大変重荷ですが精一杯勤

めさせていただきます、また、今月号から「愛車協便り」の編集も任され

ましたので、皆様方のご支援ご協力をよろしくお願いします。突然ですが、

７月と言えば七夕を想い出します。七夕と言えば「日本三大七夕まつり」「仙

台」と「平塚」、「安城」が有名ですが。「安城」の七夕まつりの歴史は、昭

和20年代から商店街の復興目的で始まったそうです。 

今年もコロの影響でまつりは中止だそうですが、願い事は叶います

ように、我が業界の願い事と言えば【全組合員が特定整備工場の取得を目指

し事業拡大出来ますように】・・・かな！ 

 

昨年の11月号でお知らせしましたが「溶接ヒューム」が、労働者に神経障害などの健康被害

を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質

障害予防規則等を改正し、新たな告示を制定しました。 

（改正政省令・告示は、令和3 年4 月１日から施行）金属アーク溶接等作業を行う事業者は、

有効なマスクの着用、有効なマスク着用のためのサンプラー測定（来

年度中までに）、特殊健康診断、特定化学物質作業主任者の選任等様々

な対応が義務付けられる事になります。  

詳しくは厚生労働省のＨＰをご覧下さい 

 

          ↓https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html

